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【物品販売条件】

1.  販売は使用許可を受けた施設で利用時間内に行ってください。

2.  販売物品は事前に届出たものに限ります。

3.  販売手数料は、販売総額の10パーセントとします。ただし、一円未満の端数が生じた場合は、

　 これを切り捨てます。販売終了後は速やかに精算してください。

4.  物品販売において生じた苦情・損害については、販売者で対処してください。

5.  記載がない事項については、双方誠意をもって協議します。

販売責任者　ご確認

【物品販売売上票】　 ※太枠内は販売後の精算時にご記入ください。

利用日： 令和  年  月  日

単価 持込数 残数 売上数 売上額

① ¥0

② ¥0

③ ¥0

④ ¥0

⑤ ¥0

⑥ ¥0

⑦ ¥0

⑧ ¥0

⑨ ¥0

⑩ ¥0

⑪ ¥0

⑫ ¥0

⑬ ¥0

⑭ ¥0

⑮ ¥0

¥0

¥0

販売金額合計

販売手数料（10％）

利用場所：

物品販売届出書 兼 精算書

販売品名

法人・団体名

所在地

代表者名


